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特
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③

特
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特
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⑤

特
集
⑥
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国
保
・
年
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ま
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環
境

安
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交
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文
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教
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ス
ポ
ー
ツ

相
　
談

情
報
ひ
ろ
ば

税
・
産
業
・
雇
用

子
ど
も

暮
ら
し

施
設
の
教
室
・

講
座

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

暮らし暮らし

催
　
し

基
本
操
作
を
学
べ
る

ス
マ
ホ
教
室

ID 1027632
　
市
内
の
携
帯
電
話
販
売
店
な
ど
で
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

な
ど
の
基
本
操
作
を
学
べ
る
教
室
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

▼
内
容　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本
操

作
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
の
使
い

方
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
活
用
方
法
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
利
用
方
法
な
ど
を

学
ぶ
。

▼
そ
の
他　
開
催
場
所
や
期
日
、
申
込

方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
活

用
支
援
URL1

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
活
用
支
援
URL2

で

は
、
教
材
資
料
や
解

説
動
画
が
視
聴
で
き

ま
す
。

問
ス
ー
パ
ー
ス
マ
ー

ト
シ
テ
ィ
推
進
室
☎

（
632
）２
７
８
６

お
知
ら
せ

あ
な
た
の
声
を
市
政
に
　

ま
ち
づ
く
り
懇
談
会

簗
瀬
地
区

ID 1026890
　

本
市
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
つ
い

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
地
域
の

課
題
を
中
心
に
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　
11
月
19
日（
金
）午
後
６
時
30 

分
～
。

▼
会
場　
簗
瀬
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
（
南
大
通
り
２
丁
目
）。

▼
申
込
期
限　
11
月
5
日
。

▼
申
込
方
法　
電
話
で
、
簗
瀬
地
域
コ 

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎（
635
）７
１
３ 

２
へ
。

▼
そ
の
他　
２
歳
以
上
の
未
就
学
児
の

託
児
あ
り
。
希
望
者
は
、
開
催
日
の
１

週
間
前
ま
で
に
、
電
話
で
、
広
報
広
聴

課
☎（
632
）２
０
２
２
へ
。

都
市
計
画
の
素
案
を

自
由
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

ID 1027873■
都
市
計
画
の
素
案

▼
宇
都
宮
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更 

（
小
幡・清
住
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
）。

▼
宇
都
宮
都
市
計
画
防
火
地
域
お
よ
び

準
防
火
地
域
の
変
更
（
小
幡
・
清
住
土

地
区
画
整
理
事
業
地
内
）。

■
縦
覧

▼
縦
覧
期
間　
11
月
８
～
22
日
（
土
・

日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）。

▼
縦
覧
場
所　
都
市
計
画
課
（
市
役
所

11
階
）。

■
公
聴
会

▼
日
時　
12
月
13
日（
月
）午
後
２
時
～
。

▼
会
場　
県
自
治
会
館（
昭
和
１
丁
目
）。

■
そ
の
他　

素
案
に
意
見
が
あ
る
人

は
、
市
長
宛
て
に
意
見
申
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
縦
覧
期
間
中

に
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
〒
320－

8540

市
役
所
都
市
計
画
課
へ
。
な
お
、
公
聴

会
で
公
述
人
と
な
る
意
思
の
有
無
を
併

せ
て
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
公
述
希
望

者
が
い
な
い
場
合
、
公
聴
会
は
開
催
し

ま
せ
ん
。

問
都
市
計
画
課
☎（
632
）２
５
６
５

住
ま
い
・
環
境

安
全
・
交
通

　県では、専門相談員が性的指向や性自
認に関するさまざまな悩みや不安などの
相談に応じる「とちぎにじいろダイヤル」
を開設しました。ご本人だけではなく、
家族や友人などからの相談もお受けしま
す。お気軽にご相談ください。
■とちぎにじいろダイヤル☎（665）8724
▼�日時　毎月第１・第３金曜日、午後５

時30分～７時30分（祝休日・年末年
始を除く）。

＼例えば、こんなことをご相談ください／
▼自分の性別に違和感がある。
▼�同性を好きになったが、誰にも相談で

きない。
▼�性的マイノリティであると打ち明けら

れたが、どう接したらよいかなど。
問男女共同参画課☎（632）2346

ひきこもり状態にある人の
W
ウ ェ ブ
ebアンケートにご協力ください

ID 1027872

　本市では、すべての市民が、住み慣れた
地域で、共に支え合いながら、安心して生
涯を過ごすことができる地域共生のまちづ
くりを進めています。
　現在、市民が抱える課題を把握するため、

「ひきこもり状態にある人のアンケート」を
実施していますので、ご協力ください。
■ひきこもりとは　仕事や学校に行かず、
家族以外の人との交流をほとんどせずに、
６カ月以上続けて自宅にひきこもっている
状態。ただし、新型コロナウイルス感染症
の感染予防のために外出を自粛している場
合を除く。
■ひきこもり状態にある人についてのWeb
アンケート
▼実施期間　11月30日まで。
▼�対象　ひきこもり状態にある

人、またはその家族。
▼�回答方法　市 のアンケート

フォームに必要事項を入力。
問保健福祉総務課☎（632）2930 ▲アンケート

　フォーム

性的マイノリティに関する相談窓口
とちぎにじいろダイヤルを

開設しました

相談は無料　秘密は厳守します

市内の開催
状況は
こちらから

教材資料・
解説動画は
こちらから
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暮らし暮らし

お
知
ら
せ

宝
く
じ
の
助
成
で

煙
体
験
資
器
材
な
ど
が

整
備
さ
れ
ま
し
た

ID

　
消
防
局
で
は
、
宝
く

じ
助
成
金
「
地
域
防
災

組
織
育
成
事
業
」
で
煙

体
験
資
器
材
と
鼓
笛
隊

楽
器
を
整
備
し
ま
し
た
。

　
今
後
、
煙
に
よ
る
避
難
の
難
し
さ
や

危
険
性
を
体
験
す
る
防
災
フ
ェ
ア
や
防

災
訓
練
な
ど
で
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
鼓
笛
隊
楽
器
は
、
し
ら
ゆ
り

幼
児
園
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
で
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

問
消
防
局
予
防
課
☎（
625
）５
５
０
５

認
定
市
道
の

未
登
記
道
路
整
理
事
業
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

ID 1006148
　
未
登
記
道
路
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

情
に
よ
り
本
市
へ
の
所
有
権
移
転
が
さ

れ
ず
、
認
定
市
道
に
個
人
名
義
が
残
る

土
地
を
い
い
ま
す（
右
下
の
図
参
照
）。

　
現
在
、
本
市
で
は
、
皆
さ
ん
の
ご
協

力
に
よ
り
寄
付
を
い
た
だ
き
、
未
登
記

道
路
を
解
消
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
測
量
や
登
記
に
必
要
な
費

用
は
、
市
が
負
担
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、市

を
ご
覧
に
な
る
か
、 

道
路
管
理
課
（
市
役
所
8
階
）
☎（
632
）

２
６
９
７
へ
。

皆
さ
ん
の
意
見
を
市
政
に

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

募
集
し
ま
す

ID 1009815
　
本
市
で
は
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
計
画

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、素
案
を
公
表
し
、

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
宇
都
宮
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
（
後
期
計
画
）

▼
概
要　
公
共
施
設
の
老
朽
化
や
人
口

減
少
・
少
子
超
高
齢
化
社
会
の
進
行
す

る
中
に
お
い
て
も
、
将
来
に
わ
た
り
効

果
的
・
効
率
的
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
く
た
め
、
公
共
施
設
な
ど
の

長
寿
命
化
や
施
設
の
再
配
置
、
統
合
、

複
合
化
な
ど
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
。

▼
公
表
・
意
見
募
集
期
間　
11
月
中
旬

ま
で
。

▼
公
表
方
法　
政
策
審
議
室
の
他
、
市

、
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
１

階
）、
各

・
・
・
市
民
活
動
セ
ン 

タ
ー
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
意
見
提
出
方
法　
直
接
ま
た
は
送
付・ 

フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
（
意
見
・
住
所
・ 

氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
を
明
記
）
で
、 

〒
320－

8540
市
役
所
政
策
審
議
室（
市
役
所 

５
階
）
☎（
632
）２
１
１
６
、
（
632
）５ 

４
２
２
、

u2005@
city.utsunom

i 
ya.tochigi.jp

へ
。

宇
都
宮
を
活
気
あ
る
街
へ

市
民
活
動
助
成
基
金
に

ご
協
力
を

ID 1006189
　
市
内
で
は
、福
祉
や
環
境
保
全
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
市
民
活
動
を

よ
り
一
層
活
発
に
し
、
全
市
的
に
広
げ 

て
い
く
た
め
、
市
民
・
企
業
・
行
政
で
活 

動
を
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
「
市
民

活
動
助
成
基
金
」を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
寄
付
を
い
た
だ
い
た
人
に
は
、
交
付

団
体
の
発
表
会
の
お
知
ら
せ
な
ど
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
寄
付
は
随
時
、
任
意
の
金
額
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
基
金
は
、
市
民
・
企
業

の
皆
さ
ん
に
よ
る
寄
付
金
と
同
額
を
行

政
で
も
支
出
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。

▼
申
込
方
法　
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り

課
（
市
役
所
10
階
）、
各

・

・
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
置
い
て

あ
る
寄
付
申
込
書
（
市

か
ら
も
取
り

出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
直
接

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
、
み
ん
な
で
ま
ち

づ
く
り
課
☎（
632
）２
９
０
０
、
（
632
） 

３
２
６
８
へ
。

URL1　https://www.utsunomiyacity-mynumbersupport.com/

　申請書の記入補助や申請に必
要な顔写真の撮影などを行う

「出張申請サポート」を実施し
ています。
▼�会場　市内のスーパーマー

ケット、大型商業施設、公共
施設など。
▼�対象　初めてマイナンバー

カードを申請する人。
▼�その他　記入後の交付申請書

は、申請者自身が郵便ポスト
に投函してください。また、で
きあがったマイナンバーカー
ドは窓口でのお渡しになります。
　実施会場など、詳
しくは、「出張申請 
サポート」専用 URL1 

をご確認ください。
問市民課☎（632）52 
66

申請手続きを支援します

▲出張申請
　サポート専用
　 URL1

マイナンバーカードの出張申請サポート
ID 1027801
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集
④
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・
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・

講
座

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

お仕事帰りなどに、お気軽にお立ち寄りください

　本市では、新生活を応援するため、結婚に伴う
住宅取得や新居の家賃、引っ越し費用の一部を補
助します。

■対象世帯
　４月１日～令和４年３月31日に婚姻届を提出
し受理された、以下の要件をすべて満たす世帯。
▼婚姻届受理時の年齢が、夫婦ともに39歳以下。
▼�夫婦の令和２年分の所得の合計が400万円未

満。なお、貸与型奨学金の返済を行っている場
合は、夫婦の所得の合計金額から貸与型奨学金
の年間返済額を控除します。
▼申請時において、自治会に加入している。
▼�「宇都宮市立地適正化計画」に定める「居住誘

導区域」に居住し、住民票の住所が対象の住宅
の所在地となっている。
▼�夫婦のいずれもが市内に自己の住宅を所有し

ていない。
▼�過去に本市および他自治体において、この制度

(※)に基づく補助を受けたことがない。

▼�本市の他の事業における住宅購入費や賃貸住宅
の家賃、引っ越し費用などの補助を受けていない。
▼夫婦のいずれもが市税の滞納がない。
▼�宇都宮市暴力団排除条例（平成23年宇都宮市

条例第37号）第２条に規定する暴力団員など
ではない。

※�国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した
「結婚新生活支援事業」。

■補助対象経費
　４月１日～令和４年３月31日までに支払った
以下の①～③の合計の経費について、１世帯当た
り最大30万円を補助します。
　①住宅の購入費（土地の購入費は除く）②賃貸
住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料③
引っ越し業者などへの支払った実費。

■その他　この事業は、申請件数が100件に達し
た時点で、受け付けを終了することがあります。
　予定している人は、早めに申請してください。

結婚新生活支援事業
11月15～ 21日は、夜間、土・日曜日も、申請・相談を受け付けます

　現在、申請を予定している人や、４月１日以降
に結婚し本市に住むことを考えている人、これ
から結婚する人は、この機会にぜひご相談くだ 
さい。

■受付日時　①11月15～19日、午前８時30分～ 
午後７時。なお、①以外の平日は、午前８時30
分～午後５時15分②11月20・21日、午前10時～
正午と午後１時～３時。
■会場　①男女共同参画課（市役所２階）②市

民相談コーナー（市役所２階）。
■申請方法　必要書類を提出してください。必
要書類について詳しくは、申請の手引き（市 か
らも閲覧可）をご覧ください。
■その他　対象世帯に該当するか、ご確認くだ
さい（上の記事参照）。
　なお、「自分は対象になるのか分
からない」などの相談は、直接また
は電話で、男女共同参画課☎（632）
2894へ。

窓口時間を延長・拡大して、申請・相談を受け付けます

▲市

問男女共同参画課☎（632）2894

ID 1026674


